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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                    水 産 技 術 研 究 所  管 理 部 門 長  二 階 堂  英 城  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 物 品 及 び 数 量    普 通 乗 用 自 動 車 交 換  １ 台  

 

（ ２ ） 調 達 物 品 の 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 納 入 期 限    令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ４ ） 納 入 場 所    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ５ ） 入 札 方 法     入 札 金 額 は 、 普 通 乗 用 自 動 車 交 換 （ 以 下 「 自 動 車 交 換 」

と い う 。 ） の 金 額 と し 、 入 札 者 は 、 当 該 自 動 車 交 換 に 要 す

る 一 切 の 諸 経 費 を 含 め た 金 額 を 見 積 も る も の と す る 。  

                入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 か ら 自 動 車 税 環 境 性

能 割 、 自 動 車 税 種 別 割 、 自 動 車 重 量 税 、 自 動 車 損 害 賠 償 責

任 保 険 料 及 び 自 動 車 リ サ イ ク ル 料 金 の う ち 資 金 管 理 料 を 除

く 非 課 税 対 象 料 金 （  以 下 「 自 動 車 税 等 」 と い う 。 ） を 除 い

た 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当

該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切

り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業

者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 か ら 自 動 車

税 等 を 除 い た 金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 に 自

動 車 税 等 を 加 算 し た 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

                落 札 決 定 は 、 総 合 評 価 の 方 法 を も っ て 行 う の で 、 総 合 評

価 の た め の 性 能 に 関 す る 書 類 を 令 和 ６ 年 ６ 月 １ ９ 日 １ ７ 時

０ ０ 分 ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い  

 

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁  

統 一 資 格 の ｢ 物 品 の 販 売 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 車 両 類 ｣ で 「 Ａ 」 か ら 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ

れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及  

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止  

措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

岩 手 県 宮 古 市 崎 山 ４ － ９ － １  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 技 術 研 究 所 宮 古 庁 舎  

管 理 部 門 管 理 課  

電  話  ０ １ ９ ３ － ６ ３ － ８ １ ２ １  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ １ ９ ３ － ６ ４ － ０ １ ３ ４  

② 郵 送 に よ る 交 付  

封 書 に 「 普 通 乗 用 自 動 車 交 換 入 札 説 明 書 希 望 」 と 記

入 し 、 返 信 用 封 筒 （ 角 ２ ） に １ ４ ０ 円 切 手 を 貼 付 し 、

上 記 ① あ て 郵 送 の こ と 。  

                  ③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 普 通 乗 用 自 動 車 交 換 入 札 説 明 書 メ ー ル
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に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド

レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送

信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 １

４ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま

で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に

対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る

こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等  

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所           令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ６ 日 １ ４ 時 ０ ０ 分  

                岩 手 県 宮 古 市 崎 山 ４ － ９ － １  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 水 産 技 術 研 究 所 宮 古 庁 舎  大 会 議 室   

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の           令 和 ６ 年 ６ 月 ２ ６ 日 １ ３ 時 ０ ０ 分  

           受 領 期 限 及 び 提 出 場 所        ３ ． ① に 同 じ 。  

 

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨        日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金   免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効      本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札  

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否        要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法         予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 入 札 金 額 を 提 示 し た 入 札 者

で あ っ て 、 入 札 説 明 書 に 定 め る 総 合 評 価 落 札 方 式 に 基 づ

き 、 性 能 に 関 す る 評 価 項 目 の 得 点 の 最 も 高 い 有 効 な 入 札

を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

７ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課

長 相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る

こ と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び
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当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

８ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p : / / w w w .

f r a . a f f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _ c o n t r a c t . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金

額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  



交 換 仕 様 書 

 

 

１．件  名  普通乗用自動車交換 

２．数  量  １台 

３．当所が引き受ける物品 

  品  名：普通乗用自動車（新車、未登録車に限る） 

仕  様：１）車体の形状：4ドア＋バックドア 

       ２）変 速 機：AT限定免許で運転可能な変速機 

       ３）車  種：ハイブリッド自動車 

       ４）使用燃料：無鉛レギュラーガソリン 

   ５）駆動方式：4WD 

       ６）総排気量：2,000cc 以内 

       ７）最低地上高：130 ㎜以上 

       ８）車体サイズ：全長:4,500mm 以内 

全幅:1,800mm 以内 

全高:1,800mm 以内 

       ９）寒冷地仕様またはこれに類する機能を有していること（北海道等の寒

冷地において通常仕様のまま一般に販売している場合は、それでも可

とする） 

       10）乗車定員：５名 

       11）燃費及び排出ガス基準値：別紙の基準値を満たしていること 

12）装備： 

①以下の運転支援機能（又は同等以上の機能）を備えていること 

        ・自動ブレーキ機能 

    ・クルーズコントロール機能 

     ※上記２機能は、ミリ波レーダー、光学カメラ、赤外線レーザー

のいずれか又は複数を組み合わせて用いたものであること。 

        ・駐車時等視認補助装置（全方位、前後モニター等） 

        ・障害物等接近センサー及び警報装置 

②エアバッグ（前後座席） 

 ※前部座席（運転席及び助手席）は前面及び側面衝突時、後部座席

は側面衝突時の保護が可能であること。 

       ③ドライブレコーダー（前後方撮影） 



④フォグランプ（前後） 

⑤ABS 

⑥集中ドアロック 

       ⑦カーナビゲーションシステム 

       ⑧ETC 車載器（ナビ連動型） 

       ⑨AM/FM ラジオチューナー 

       ⑩エアコン 

⑪ドアバイザー 

⑫フロアマット（全列） 

⑬荷室防水マット 

⑭緊急時対応用品 

・三角表示板 

・発煙筒 

13）その他： 

       ①以下の冬季用装備を付属させること。なお、いずれも国内メーカー

製品とすること。 

        ・スタッドレスタイヤ（ホイール付き）   ４本 

        ・冬季用ワイパー（車両に対応した本数）  １式 

        ・タイヤチェーン（金属・非金属問わず）  １式 

②納車が冬期（11月～３月）となる場合は、車両に冬季用装備（スタ

ッドレスタイヤ及び冬季用ワイパー）を装着し、夏季用装備と合わ

せて納入すること。 

４．当所が引き渡す物品 

品  名  普通乗用自動車 

規  格  日産セレナ（型式：DBA-SJ5） 

車両登録日 平成２５年９月初度登録 

車検満了日 令和６年９月２６日 

走行距離  ２００，２８６km（令和６年５月２８日現在） 

そ の 他  スタッドレスタイヤ（ホイール付き）４本及びその他当該車両の装備品

を合わせて引き取ること。 

５．納入場所  岩手県宮古市崎山４－９－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産技術研究所宮古庁舎 

６．納入期限  令和７年３月３１日 

７．特記事項 

  （１）車両点検パックや日本自動車連盟への加入は不要とする。 



  （２）契約業者は、交換後１４日間以内に引き取った自動車の名義変更手続きもしく

は廃車手続きを行うこと。 

  （３）請負業者は納入時までに登録手続きを完了させておくこと。なお、登録を行う

際の所有者及び使用者の氏名又は名称並びに住所については次のとおりとする。 

     【所有者】氏名又は名称：国立研究開発法人水産研究・教育機構 

住    所：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１-１-２５ 

【使用者】氏名又は名称：国立研究開発法人水産研究・教育機構 

                 水産技術研究所宮古庁舎 

住    所：岩手県宮古市﨑山４－９－１ 

（４）購入に必要な自動車重量税、自動車税環境性能割、自動車税種別割を当所に代

わり納付すること。 

（５）購入に必要な自動車損害賠償責任保険料を当所に代わり37か月分支払うこと。

なお、自動車損害賠償責任保険証明書の保険契約者の住所及び氏名については

次のとおりとする。 

【契約者】氏名又は名称：国立研究開発法人水産研究・教育機構 

住    所：（１）の所有者と同じ 

  （６）自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、当所に代わり車庫証明の手

続きを行うこと。 

  （７）購入に必要な「使用済自動車の再資源化等に関する法律」で定められたリサイ

クル料金を当所に代わり納付すること。 

７. その他  

（１）請負業者は、納入時に装備品等の使用説明を使用する職員に対して行うこと。 

（２）詳細については、担当職員の指示に従うものとする 

  



（別紙） 

 

○燃費基準値 

 燃費基準値（以下、基準値）の可否判定は以下のとおり。 

 【判定①】 

  JC08 モード及び WLTC モードの燃費が下記重量区分毎の基準値を満たすか確認。 

・WLTC モードの燃費が基準値を満たす場合 … 可 

・WLTC モードの燃費が基準値を満たさず、JC08 モードの燃費が基準値を満たす 

場合 … 判定②へ 

・両モードとも燃費が基準値を満たさない場合 … 否 

 

 

 

 

 

 

 

 【判定②】 

  WLTC モードの燃費が下記の計算式により算定した基準値を満たす場合 … 可 

   M＜2,759kg の場合：FE＝（－2.47×10-6×M2－8.52×10-4×M＋30.65）×α×β 

   M≧2,759kg の場合：FE＝9.5×α×β 

   FE：燃費基準値（km/L） （小数点以下第１位未満を四捨五入） 

M ：車両重量（kg） 

α：燃費基準達成率であって 0.6 

β：燃料がガソリンの場合は 1.0 

 

 

○排出ガス基準値（JC08 または WLTC モード） 

 

 

車両重量 

（kg） 

燃費基準値 

（km/L） 

車両重量 

（kg） 

燃費基準値 

（km/L） 

1,196～1,311 未満 20.3 以上 1,761～1,871 未満 14,4 以上 

1,311～1,421 未満 19.0 以上 1,871～1,991 未満 13.5 以上 

1,421～1,531 未満 17.6 以上 1,991～2,101 未満 12.7 以上 

1,531～1,651 未満 16.5 以上 2,101～2,271 未満 11.9 以上 

1,651～1,761 未満 15.4 以上 2,271～ 10.6 以上 

成 分 ガソリン車 

（g/km） 

JC08 モード WLTC モード 

CO 1.15 以下 1.15以下 

NMHC 0.013 以下 0.05以下 

NOx 0.013 以下 0.025以下 


